
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

条

例

○
福
島
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

一

規

則

○
福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
三

条

例

福
島
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
条
例
第
七
十
四
号

福
島
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
福
島
県
税
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

福
島
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
島
県
条
例
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
十
三
条
の
二
第
五
項
中
「
字
句
は
、
」
の
下
に
「
そ
れ
ぞ
れ
」
を
加
え
、
「
に
そ
れ
ぞ
れ
読

み
替
え
る
も
の
」
を
削
り
、
同
項
の
表
第
三
十
八
条
第
四
項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
第
四

）
の
資
本
金
等
の

）
に
係
る
固
有
法
人
の
資
本
金
等
の
額

項
か
ら
第
六
項
ま

額

で第
二
十
六
条
の
三
第
二
項
中
「
百
分
の
十
」
を
「
百
分
の
二
十
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
課

税
山
林
所
得
金
額
（
以
下
こ
の
項
」
を
「
課
税
山
林
所
得
金
額
（
次
号
」
に
、
「
同
条
第
二
項
」
を

「
同
項
」
に
、
「
課
税
退
職
所
得
金
額
（
以
下
こ
の
項
」
を
「
課
税
退
職
所
得
金
額
（
同
号
」
に
改

め
る
。

第
三
十
八
条
第
一
項
の
表
第
一
号
エ
中
「
保
険
業
法
」
の
下
に
「
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
」

を
加
え
、
同
条
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４

第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
法
人
（
保
険
業
法
に
規
定
す
る
相
互
会
社
を
除
く
。
）
の
資
本
金
等

の
額
が
、
同
号
に
定
め
る
日
（
法
人
税
法
第
七
十
一
条
第
一
項
（
同
法
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規

定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
も
の
に
あ
つ

て
は
、
施
行
令
第
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
日
）
現
在
に
お
け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準

備
金
の
額
の
合
算
額
又
は
出
資
金
の
額
に
満
た
な
い
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
の
表
の
第
一
号
オ
中
「
資
本
金
等
の
額
が
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
第
一
号
に
定
め

る
日
（
同
法
第
七
十
一
条
第
一
項
（
同
法
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
を
除

く
。
）
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
第
四
項
に
規
定
す
る

施
行
令
第
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
日
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
現
在
に
お
け
る

資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合
算
額
又
は
出
資
金
の
額
が
」
と
、
同
表
の
第
二
号
か
ら

第
五
号
ま
で
の
規
定
中
「
資
本
金
等
の
額
が
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
第
一
号
に
定
め
る
日
現
在
に

お
け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合
算
額
又
は
出
資
金
の
額
が
」
と
す
る
。

第
三
十
八
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

５

第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
法
人
（
保
険
業
法
に
規
定
す
る
相
互
会
社
を
除
く
。
）
の
資
本
金
等

の
額
が
、
施
行
令
第
八
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
日
現
在
に
お
け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準

備
金
の
額
の
合
算
額
又
は
出
資
金
の
額
に
満
た
な
い
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
の
表
中
「
資
本
金
等
の
額
が
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
五
項
に
規
定
す
る
施
行
令
第

八
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
日
現
在
に
お
け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合
算
額

又
は
出
資
金
の
額
が
」
と
す
る
。

６

第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
法
人
（
保
険
業
法
に
規
定
す
る
相
互
会
社
を
除
く
。
）
の
資
本
金
等

の
額
が
、
同
号
に
定
め
る
日
現
在
に
お
け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合
算
額
又
は

出
資
金
の
額
に
満
た
な
い
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表
中
「
資

本
金
等
の
額
が
」
と
あ
る
の
は
、
「
次
項
第
三
号
に
定
め
る
日
現
在
に
お
け
る
資
本
金
の
額
及
び

資
本
準
備
金
の
額
の
合
算
額
又
は
出
資
金
の
額
が
」
と
す
る
。

第
三
十
九
条
の
七
第
一
項
中
「
除
く
」
の
下
に
「
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
同
項
第

一
号
ア
中
「
百
分
の
〇
・
四
八
」
を
「
百
分
の
〇
・
七
二
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
百
分
の
〇
・
二
」

を
「
百
分
の
〇
・
三
」
に
改
め
、
同
号
ウ
の
表
中
「
百
分
の
三
・
八
」
を
「
百
分
の
三
・
一
」
に
、

「
百
分
の
五
・
五
」
を
「
百
分
の
四
・
六
」
に
、
「
百
分
の
七
・
二
」
を
「
百
分
の
六
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
第
一
号
ア
中
「
百
分
の
〇
・
四
八
」
を
「
百
分
の
〇
・
七
二
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
百

分
の
〇
・
二
」
を
「
百
分
の
〇
・
三
」
に
改
め
、
同
号
ウ
中
「
百
分
の
七
・
二
」
を
「
百
分
の
六
」

に
改
め
る
。

第
四
十
条
の
三
第
五
項
第
二
号
ア
中
「
第
二
号
」
を
「
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
四
項
を

加
え
る
。

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
四
条
の
十
五
第
二
項
の
規
定
に

14
よ
り
同
法
第
六
条
の
三
第
九
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
の
認
可
を
得
た
者
が
直
接
当
該
事

業
の
用
に
供
す
る
家
屋
（
当
該
事
業
の
用
以
外
の
用
に
供
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
の
取

得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
家
屋
の
価
格
の
二
分
の
一
に
相
───────────────────────────────────────────────────────────
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当
す
る
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る
。

児
童
福
祉
法
第
三
十
四
条
の
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
三
第
十
一
項
に
規
定

15
す
る
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
の
認
可
を
得
た
者
が
直
接
当
該
事
業
の
用
に
供
す
る
家
屋
（
当
該
事

業
の
用
以
外
の
用
に
供
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得

税
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
家
屋
の
価
格
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る
。

児
童
福
祉
法
第
三
十
四
条
の
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
三
第
十
二
項
に
規
定

16
す
る
事
業
所
内
保
育
事
業
の
認
可
を
得
た
者
が
直
接
当
該
事
業
（
利
用
定
員
が
五
人
以
下
で
あ
る

も
の
に
限
る
。
）
の
用
に
供
す
る
家
屋
（
当
該
事
業
の
用
以
外
の
用
に
供
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に

限
る
。
）
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
家
屋
の
価
格
の

二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る
。

社
会
福
祉
法
人
そ
の
他
施
行
令
第
三
十
九
条
の
二
の
三
に
規
定
す
る
者
が
直
接
生
活
困
窮
者
自

17
立
支
援
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
生
活
困
窮
者
就

労
訓
練
事
業
（
社
会
福
祉
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の

に
限
る
。
）
の
用
に
供
す
る
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
算
定
に
つ
い
て

は
、
当
該
不
動
産
の
価
格
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る
。

第
四
十
条
の
十
三
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
三
十
九
条
の
二
の
三
第
一
項
」
を
「
第

三
十
九
条
の
二
の
四
第
一
項
」
に
、
「
第
三
十
九
条
の
二
の
三
第
二
項
」
を
「
第
三
十
九
条
の
二
の

四
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
二
号
ア
中
「
第
二
号
」
を
「
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
四
十
条
の
十
五
中
「
又
は
第
二
項
第
一
号
」
を
「
若
し
く
は
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
条
の
四
第
三
項
中
「
附
則
第
二
条
の
六
で
定
め
る
」
を
「
附
則
第
二
条
の
三
に
規
定
す

る
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
条
の
五
中
「
附
則
第
十
三
条
の
二
第
一
項
」
を
「
附
則
第
十
三
条
の
三
第
一
項
」
に
改

め
る
。

附
則
第
七
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
個
人
の
県
民
税
の
寄
附
金
税
額
控
除
に
係
る
申
告
の
特

例
等
）
」
を
付
し
、
同
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
条

第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及

び
第
六
項
に
お
い
て
「
地
方
団
体
に
対
す
る
寄
附
金
」
と
い
う
。
）
を
支
出
す
る
者
（
地
方
団
体

に
対
す
る
寄
附
金
を
支
出
す
る
年
の
年
分
の
所
得
税
に
つ
い
て
所
得
税
法
第
百
二
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
す
る
義
務
が
な
い
と
見
込
ま
れ
る
者
又
は
同
法
第
百
二
十
一
条
（
第

一
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
と
見
込
ま
れ
る
者
で
あ
つ
て
、
地
方
団
体

に
対
す
る
寄
附
金
に
つ
い
て
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
（
同
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第

二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
控
除
す
べ
き
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
寄
附
金
税
額
控
除
額
」
と

い
う
。
）
の
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
地
方
団
体
に
対
す
る
寄
附
金
を
支
出

す
る
年
の
翌
年
の
四
月
一
日
の
属
す
る
年
度
分
の
県
民
税
の
所
得
割
に
つ
い
て
第
三
十
一
条
の
二

の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
（
法
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
五
条
の

二
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
が
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
所
得
税

法
第
二
条
第
一
項
第
三
十
七
号
に
規
定
す
る
確
定
申
告
書
の
提
出
を
含
む
。
第
六
項
第
二
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
要
し
な
い
と
見
込
ま
れ
る
も
の
に
限
る
。
次
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
お
い
て
「
申

告
特
例
対
象
寄
附
者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
分
の
間
、
寄
附
金
税
額
控
除
額
の
控
除
を
受
け
よ
う

と
す
る
場
合
に
は
、
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
（
法
第
四
十
五
条

の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
申
告
書
が
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
所
得
税
法
第
二
条

第
一
項
第
三
十
七
号
に
規
定
す
る
確
定
申
告
書
の
提
出
を
含
む
。
）
に
代
え
て
、
地
方
団
体
に
対

す
る
寄
附
金
を
支
出
す
る
際
、
施
行
規
則
附
則
第
二
条
の
四
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
方

団
体
に
対
す
る
寄
附
金
を
受
領
す
る
地
方
団
体
の
長
に
対
し
、
法
附
則
第
七
条
第
八
項
の
規
定
に

よ
る
市
町
村
民
税
に
関
す
る
申
告
特
例
通
知
書
の
送
付
の
求
め
と
併
せ
て
、
当
該
地
方
団
体
の
長

か
ら
賦
課
期
日
現
在
に
お
け
る
住
所
所
在
地
の
市
町
村
長
に
寄
附
金
税
額
控
除
額
の
控
除
に
関
す

る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
（
次
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
「
申
告
特
例
通
知
書
」
と
い

う
。
）
を
送
付
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
特
例
通
知
書
の
送
付
の
求
め
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
お

い
て
「
申
告
特
例
の
求
め
」
と
い
う
。
）
は
、
申
告
特
例
対
象
寄
附
者
が
当
該
申
告
特
例
の
求
め

に
係
る
地
方
団
体
に
対
す
る
寄
附
金
を
支
出
す
る
年
（
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
お
い
て
「
申

告
特
例
対
象
年
」
と
い
う
。
）
に
支
出
す
る
地
方
団
体
に
対
す
る
寄
附
金
に
つ
い
て
申
告
特
例
の

求
め
を
行
う
地
方
団
体
の
長
の
数
が
五
以
下
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
場
合
に
限
り
、
行
う
こ
と
が

で
き
る
。

３

申
告
特
例
の
求
め
は
、
施
行
規
則
附
則
第
二
条
の
四
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
申
告
特
例
の
求
め
を
行
う
者
の
氏
名
、
住
所
、
性
別
及
び
生
年
月
日

二

当
該
申
告
特
例
の
求
め
を
行
う
者
が
申
告
特
例
対
象
寄
附
者
で
あ
る
旨

三

当
該
申
告
特
例
の
求
め
に
係
る
地
方
団
体
に
対
す
る
寄
附
金
の
額

四

前
項
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
旨

五

そ
の
他
施
行
規
則
附
則
第
二
条
の
五
に
規
定
す
る
事
項

４

申
告
特
例
の
求
め
を
行
つ
た
申
告
特
例
対
象
寄
附
者
は
、
当
該
申
告
特
例
の
求
め
を
行
つ
た
日

か
ら
賦
課
期
日
ま
で
の
間
に
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
申
告
特
例

対
象
年
の
翌
年
の
一
月
十
日
ま
で
に
、
当
該
申
告
特
例
の
求
め
を
行
つ
た
地
方
団
体
の
長
に
対
し
、

施
行
規
則
附
則
第
二
条
の
四
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
法
附
則
第
七
条
第
十
一
項
の
規
定
に

よ
る
市
町
村
民
税
に
関
す
る
変
更
の
届
出
と
併
せ
て
、
当
該
変
更
が
あ
つ
た
事
項
そ
の
他
施
行
規

則
に
規
定
す
る
事
項
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

地
方
団
体
の
長
は
、
申
告
特
例
の
求
め
が
あ
つ
た
と
き
は
、
申
告
特
例
対
象
年
の
翌
年
の
一
月

三
十
一
日
ま
で
に
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
当
該
申
告
特
例
の
求
め
を
行

つ
た
者
の
住
所
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
住
所
の
変
更
の
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
変
更

後
の
住
所
）
の
所
在
地
の
市
町
村
長
に
対
し
、
施
行
規
則
附
則
第
二
条
の
四
に
規
定
す
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
法
附
則
第
七
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
に
関
す
る
申
告
特
例
通
知
書
と

併
せ
て
、
申
告
特
例
通
知
書
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

申
告
特
例
の
求
め
を
行
つ
た
者
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
申

告
特
例
の
求
め
を
行
つ
た
者
が
申
告
特
例
対
象
年
に
支
出
し
た
地
方
団
体
に
対
す
る
寄
附
金
に
係

る
申
告
特
例
の
求
め
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
特
例
通
知
書
の
送
付
（
第
四
号
に
該
当
す
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
な
か
つ
た
も
の
と

み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
特
例
通
知
書
の
送
付
を
受
け
た
市
町
村
長
は
、
当
該
───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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申
告
特
例
の
求
め
を
行
つ
た
者
に
対
し
、
そ
の
旨
の
通
知
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の

と
す
る
。

一

当
該
申
告
特
例
対
象
年
の
年
分
の
所
得
税
に
つ
い
て
所
得
税
法
第
百
二
十
一
条
の
規
定
の
適

用
を
受
け
な
い
こ
と
と
な
つ
た
と
き
。

二

当
該
申
告
特
例
対
象
年
の
翌
年
の
四
月
一
日
の
属
す
る
年
度
分
の
県
民
税
の
所
得
割
に
つ
い

て
第
三
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
を
し
た
と
き
。

三

当
該
申
告
特
例
対
象
年
に
支
出
し
た
地
方
団
体
に
対
す
る
寄
附
金
に
つ
い
て
、
前
項
の
規
定

に
よ
り
申
告
特
例
通
知
書
を
送
付
し
た
地
方
団
体
の
長
の
数
が
五
を
超
え
た
と
き
。

四

当
該
申
告
特
例
対
象
年
に
支
出
し
た
地
方
団
体
に
対
す
る
寄
附
金
に
つ
い
て
、
前
項
の
規
定

に
よ
り
申
告
特
例
通
知
書
の
送
付
を
受
け
た
市
町
村
長
が
賦
課
期
日
現
在
に
お
け
る
住
所
所
在

地
の
市
町
村
長
と
異
な
つ
た
と
き
。

７

前
各
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
附
則
第
七
条
第
七
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

附
則
第
七
条
の
二
の
二
中
「
第
四
十
二
条
の
十
第
十
五
項
又
は
」
を
「
第
四
十
二
条
の
十
第
五
項
、
」

に
、
「
の
規
定
に
よ
り
法
人
税
額
に
つ
い
て
」
を
「
又
は
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
二
十
七
年
法
律
第

号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年
所
得
税
法
等
改
正
法
」
と

い
う
。
）
附
則
第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
平
成
二
十
七
年

所
得
税
法
等
改
正
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
二
条
の
四
第
十
一

項
の
規
定
に
よ
り
」
に
、
「
第
八
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
を

附
則
第
七
条
の
二
の
四
と
し
、
附
則
第
七
条
の
二
を
附
則
第
七
条
の
二
の
三
と
し
、
附
則
第
七
条
の

次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

第
七
条
の
二

当
分
の
間
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
第
一
号

に
掲
げ
る
寄
附
金
を
支
出
し
、
か
つ
、
当
該
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
前
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る

申
告
特
例
通
知
書
の
送
付
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
申
告
特
例
控
除
額
を
当
該
納
税
義
務
者

の
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す

る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
申
告
特
例
控
除
額
は
、
第
二
十
六
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
特
例
控
除
額
に
、
次
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
課
税
総
所
得
金
額
か
ら
法
第
三
十
七
条
第

一
号
イ
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
割

合
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。

百
九
十
五
万
円
以
下
の
金
額

八
十
五
分
の
五

百
九
十
五
万
円
を
超
え
三
百
三
十
万
円
以
下
の
金
額

八
十
分
の
十

三
百
三
十
万
円
を
超
え
六
百
九
十
五
万
円
以
下
の
金
額

七
十
分
の
二
十

六
百
九
十
五
万
円
を
超
え
九
百
万
円
以
下
の
金
額

六
十
七
分
の
二
十
三

九
百
万
円
を
超
え
る
金
額

五
十
七
分
の
三
十
三

第
七
条
の
二
の
二

平
成
二
十
八
年
度
か
ら
平
成
五
十
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に

つ
い
て
の
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表
中
「
八
十
五
分
の

五
」
と
あ
る
の
は
「
八
十
四
・
八
九
五
分
の
五
・
一
〇
五
」
と
、
「
八
十
分
の
十
」
と
あ
る
の
は

「
七
十
九
・
七
九
分
の
十
・
二
一
」
と
、
「
七
十
分
の
二
十
」
と
あ
る
の
は
「
六
十
九
・
五
八
分

の
二
十
・
四
二
」
と
、
「
六
十
七
分
の
二
十
三
」
と
あ
る
の
は
「
六
十
六
・
五
一
七
分
の
二
十
三
・
四

八
三
」
と
、
「
五
十
七
分
の
三
十
三
」
と
あ
る
の
は
「
五
十
六
・
三
〇
七
分
の
三
十
三
・
六
九
三
」

と
す
る
。

附
則
第
七
条
の
五
中
「
附
則
第
五
条
の
五
」
を
「
附
則
第
五
条
の
四
」
に
、
「
掲
げ
る
日
」
を
「
定

め
る
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
七
条
の
六
第
一
項
中
「
掲
げ
る
日
」
を
「
定
め
る
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
八
条
の
見
出
し
中
「
課
税
標
準
等
」
を
「
課
税
標
準
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
六
項
を
加

え
る
。

４

第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ア
に
掲
げ
る
法
人
（
法
人
税
法
第
二
条
第
十
六
号
に
規
定
す
る
連

結
申
告
法
人
を
除
く
。
）
に
対
す
る
事
業
税
の
付
加
価
値
割
の
課
税
標
準
の
算
定
に
つ
い
て
は
、

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度

（
解
散
（
合
併
に
よ
る
解
散
を
除
く
。
）
の
日
を
含
む
事
業
年
度
及
び
清
算
中
の
各
事
業
年
度
を

除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
分
の
事
業
税
に
限
り
、
各
事
業
年
度
の
付
加
価
値
額
か
ら
、
当

該
法
人
の
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
二
条
の
十
二
の
四
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
雇
用
者
給
与

等
支
給
額
か
ら
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
基
準
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
を
控
除
し
た
金
額
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
雇
用
者
給
与
等
支
給
増
加
額
」
と
い
う
。
）
の
当
該
基
準
雇
用
者
給
与
等
支

給
額
に
対
す
る
割
合
が
増
加
促
進
割
合
以
上
で
あ
る
と
き
（
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に

限
る
。
）
は
、
当
該
雇
用
者
給
与
等
支
給
増
加
額
に
各
事
業
年
度
の
法
第
七
十
二
条
の
十
四
に
規

定
す
る
収
益
配
分
額
か
ら
法
第
七
十
二
条
の
二
十
第
二
項
に
規
定
す
る
雇
用
安
定
控
除
額
を
控
除

し
た
額
を
乗
じ
て
得
た
額
を
当
該
収
益
配
分
額
で
除
し
て
計
算
し
た
金
額
を
控
除
す
る
。

一

当
該
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
が
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
二
条
の
十
二
の
四
第
二
項
第
六
号

に
規
定
す
る
比
較
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
二
条
の
十
二
の
四
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
平
均
給
与
等
支
給

額
が
同
項
第
八
号
に
規
定
す
る
比
較
平
均
給
与
等
支
給
額
を
超
え
る
こ
と
。

５

第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ア
に
掲
げ
る
法
人
（
法
人
税
法
第
二
条
第
十
六
号
に
規
定
す
る
連

結
申
告
法
人
に
限
る
。
）
に
対
す
る
事
業
税
の
付
加
価
値
割
の
課
税
標
準
の
算
定
に
つ
い
て
は
、

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度

分
の
事
業
税
に
限
り
、
各
事
業
年
度
の
付
加
価
値
額
か
ら
、
当
該
法
人
の
租
税
特
別
措
置
法
第
六

十
八
条
の
十
五
の
五
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
か
ら
同
項
第
四
号
に
規

定
す
る
基
準
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
を
控
除
し
た
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
雇
用
者
給
与

等
支
給
増
加
額
」
と
い
う
。
）
の
当
該
基
準
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
に
対
す
る
割
合
が
増
加
促
進

割
合
以
上
で
あ
る
と
き
（
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
限
る
。
）
は
、
当
該
雇
用
者
給
与

等
支
給
増
加
額
に
各
事
業
年
度
の
法
第
七
十
二
条
の
十
四
に
規
定
す
る
収
益
配
分
額
か
ら
法
第
七

十
二
条
の
二
十
第
二
項
に
規
定
す
る
雇
用
安
定
控
除
額
を
控
除
し
た
額
を
乗
じ
て
得
た
額
を
当
該
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収
益
配
分
額
で
除
し
て
計
算
し
た
金
額
を
控
除
す
る
。

一

当
該
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
が
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
八
条
の
十
五
の
五
第
二
項
第
六
号

に
規
定
す
る
比
較
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
八
条
の
十
五
の
五
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
平
均
給
与
等
支
給

額
が
同
項
第
八
号
に
規
定
す
る
比
較
平
均
給
与
等
支
給
額
を
超
え
る
こ
と
。

６

前
二
項
の
増
加
促
進
割
合
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
適
用
年
度
（
前
二
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
よ
う
と
す
る
事
業
年
度
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
割
合
を
い
う
。

一

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
開
始
す
る
適
用

年
度

百
分
の
三

二

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
開
始
す
る
適
用

年
度

百
分
の
四

三

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
開
始
す
る
適
用
年

度

百
分
の
五

７

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

六
十
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
労
働
者
派
遣
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六

条
第
一
項
又
は
船
員
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
号
）
第
六
十
六
条
第
一
項
に

規
定
す
る
労
働
者
派
遣
契
約
又
は
船
員
派
遣
契
約
に
基
づ
き
、
労
働
者
派
遣
（
労
働
者
派
遣
法
第

二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
労
働
者
派
遣
を
い
う
。
）
又
は
船
員
派
遣
（
船
員
職
業
安
定
法
第
六
条

第
十
一
項
に
規
定
す
る
船
員
派
遣
を
い
う
。
）
を
し
た
法
人
に
対
す
る
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
当
該
雇
用
者
給
与
等
支
給
増
加
額
」
と
あ
る
の
は
、

「
当
該
雇
用
者
給
与
等
支
給
増
加
額
に
、
法
第
七
十
二
条
の
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
各
事
業
年

度
の
報
酬
給
与
額
を
当
該
報
酬
給
与
額
及
び
各
事
業
年
度
に
お
い
て
労
働
者
派
遣
（
第
七
項
に
規

定
す
る
労
働
者
派
遣
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
船
員
派
遣
（
第
七
項
に
規

定
す
る
船
員
派
遣
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
対
価
と
し
て
当
該
労
働
者
派
遣

又
は
当
該
船
員
派
遣
の
役
務
の
提
供
を
受
け
た
者
か
ら
支
払
を
受
け
る
金
額
（
当
該
事
業
年
度
の

法
人
税
の
所
得
の
計
算
上
益
金
の
額
に
算
入
さ
れ
る
も
の
又
は
当
該
事
業
年
度
終
了
の
日
の
属
す

る
連
結
事
業
年
度
の
法
人
税
の
連
結
所
得
の
計
算
上
益
金
の
額
に
算
入
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

に
百
分
の
七
十
五
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
当
該
金
額
が
当
該
労
働
者
派
遣
に
係
る
派
遣
労

働
者
（
労
働
者
派
遣
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
派
遣
労
働
者
を
い
う
。
）
又
は
当
該
船
員
派

遣
に
係
る
派
遣
船
員
（
船
員
職
業
安
定
法
第
六
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
派
遣
船
員
を
い
う
。
）

に
係
る
法
第
七
十
二
条
の
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
合
計
額
を
超
え
る
場
合
は
、
当
該
合
計
額
）

の
合
計
額
で
除
し
て
計
算
し
た
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
」
と
す
る
。

８

事
業
税
を
課
さ
れ
な
い
事
業
又
は
第
三
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
と
こ
れ
ら
の
事

業
以
外
の
事
業
と
を
併
せ
て
行
う
法
人
に
対
す
る
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
当
該
雇
用
者
給
与
等
支
給
増
加
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
雇
用
者
給

与
等
支
給
増
加
額
に
、
当
該
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
の
う
ち
第
八
項
に
規
定
す
る
こ
れ
ら
の
事
業

以
外
の
事
業
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
そ
の
他
の
事
業
」
と
い
う
。
）
に
係
る
額
（
雇
用
者
給

与
等
支
給
額
の
う
ち
そ
の
他
の
事
業
に
係
る
額
の
計
算
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
施
行
令
附
則
第

六
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
を
も
つ
て
、
当
該
法
人
の
雇
用
者

給
与
等
支
給
額
の
う
ち
そ
の
他
の
事
業
に
係
る
額
と
み
な
す
。
）
を
当
該
雇
用
者
給
与
等
支
給
額

で
除
し
て
計
算
し
た
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
」
と
す
る
。

９

第
四
項
及
び
第
五
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
前
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含

む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
は
、
法
第
七
十
二
条
の
二
十
五
第
八
項
、
法
第
七

十
二
条
の
二
十
六
第
一
項
た
だ
し
書
若
し
く
は
法
第
七
十
二
条
の
二
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

申
告
書
、
法
第
七
十
二
条
の
三
十
三
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
修
正
申
告
書
又
は

法
第
二
十
条
の
九
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
更
正
請
求
書
に
、
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に

よ
る
控
除
の
対
象
と
な
る
雇
用
者
給
与
等
支
給
増
加
額
、
控
除
を
受
け
る
金
額
及
び
当
該
金
額
の

計
算
に
関
す
る
明
細
を
記
載
し
た
施
行
規
則
に
規
定
す
る
書
類
が
添
付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
り
、

適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
べ
き
金
額
は
、
当
該
書

類
に
記
載
さ
れ
た
雇
用
者
給
与
等
支
給
増
加
額
を
基
礎
と
し
て
計
算
し
た
金
額
を
限
度
と
す
る
。

附
則
第
八
条
の
二
中
「
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
」
を
「
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
」
に
、
「
百

分
の
三
・
八
」
を
「
百
分
の
三
・
一
」
に
、
「
百
分
の
二
・
二
」
を
「
百
分
の
一
・
六
」
に
、
「
百

分
の
五
・
五
」
を
「
百
分
の
四
・
六
」
に
、
「
百
分
の
三
・
二
」
を
「
百
分
の
二
・
三
」
に
、
「
百

分
の
七
・
二
」
を
「
百
分
の
六
」
に
、
「
百
分
の
四
・
三
」
を
「
百
分
の
三
・
一
」
に
改
め
る
。

附
則
第
九
条
第
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
」

に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」

に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」

を
「
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
改
め
、
「
割
合
」
の

下
に
「
（
当
該
割
合
が
二
分
の
一
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
分
の
一
）
」
を
加
え
、
同
条
第

七
項
及
び
第
八
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に

改
め
る
。

附
則
第
九
条
の
二
第
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一

日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
附
則
第
九
条
の
四
第
一
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
四
項
」
を
加

え
る
。

附
則
第
九
条
の
四
第
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十

一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四
十
条
の
十
四
（
」
の
下
に
「
第
二
項
第
四
号
及
び
」
を
加

え
、
同
項
後
段
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
条
の
十
四
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
項
第
一

号
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
九
条
の
四
第
一
項
」
と
、
「
同
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
土
地
の
取
得
に
あ
つ
て
は
当
該
取
得
の
日
か
ら
二
年
以
内
、
同
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
土
地
の
取
得
に
あ
つ
て
は
当
該
取
得
の
日
か
ら
一
年
以
内
」
と
あ
る
の
は
「
当

該
取
得
の
日
か
ら
三
年
以
内
」
と
、
「
当
該
土
地
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
施
設
」
と
、
「
こ
れ
ら
」

と
あ
る
の
は
「
同
項
」
と
、
同
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
当
該
土
地
の
上
に
二
年
以

内
に
特
例
適
用
住
宅
を
新
築
す
る
こ
と
又
は
当
該
土
地
の
上
に
あ
る
耐
震
基
準
適
合
既
存
住
宅
を

一
年
以
内
に
取
得
す
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
施
設
の
取
得
の
日
か
ら
引
き
続
き
三
年
以
上

当
該
施
設
を
当
該
事
業
所
の
事
業
の
用
に
供
す
る
こ
と
」
と
、
「
当
該
土
地
」
と
あ
る
の
は
「
当
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該
施
設
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積
」
と
あ
る
の
は
「
施
設

の
所
在
及
び
地
番
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
土
地
」
と
あ
る
の
は
「
施
設
」
と
、
同
項
第
五
号
中

「
住
宅
の
着
工
及
び
完
成
予
定
年
月
日
又
は
住
宅
の
取
得
予
定
年
月
日
」
と
あ
る
の
は
「
施
設
の

着
工
及
び
完
成
予
定
年
月
日
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
住
宅
」
と
あ
る
の
は
「
施
設
」
と
、
同
条

第
三
項
本
文
中
「
前
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
九
条
の
四

第
一
項
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積
」
と
あ
る
の
は
「
施
設

の
所
在
及
び
地
番
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
土
地
」
と
あ
る
の
は
「
施
設
」
と
、
同
項
第
四
号
中

「
土
地
の
上
に
住
宅
」
と
あ
る
の
は
「
施
設
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
住
宅
の
着
工
及
び
完
成
年

月
日
又
は
住
宅
の
取
得
年
月
日
」
と
あ
る
の
は
「
施
設
の
供
用
期
間
」
と
、
第
四
十
条
の
十
五
中

「
第
四
十
条
の
十
三
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
九
条
の

四
第
一
項
」
と
、
第
四
十
条
の
十
六
第
一
項
中
「
土
地
」
と
あ
る
の
は
「
施
設
」
と
、
「
第
四
十

条
の
十
三
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
九
条
の
四
第
一
項
」
と
、

「
こ
れ
ら
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
」
と
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目

及
び
地
積
」
と
あ
る
の
は
「
施
設
の
所
在
及
び
地
番
」
と
、
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
土
地
」

と
あ
る
の
は
「
施
設
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
土
地
の
上
に
住
宅
」
と
あ
る
の
は
「
施
設
」
と
、

同
項
第
六
号
中
「
住
宅
の
着
工
及
び
完
成
年
月
日
又
は
住
宅
の
取
得
年
月
日
」
と
あ
る
の
は
「
施

設
の
供
用
期
間
」
と
、
同
項
第
七
号
中
「
住
宅
」
と
あ
る
の
は
「
施
設
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

附
則
第
九
条
の
四
第
三
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十

一
日
」
に
、
「
第
三
十
九
条
の
二
の
三
第
一
項
」
を
「
第
三
十
九
条
の
二
の
四
第
一
項
」
に
、
「
第

三
十
九
条
の
二
の
三
第
二
項
」
を
「
第
三
十
九
条
の
二
の
四
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項

を
加
え
る
。

４

知
事
は
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
宅
地
建
物
取
引
業
者
（
以
下
こ
の

項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
宅
地
建
物
取
引
業
者
」
と
い
う
。
）
が
改
修
工
事
対
象
住
宅
（
新
築
さ

れ
た
日
か
ら
十
年
以
上
を
経
過
し
た
住
宅
（
第
四
十
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
共
同
住
宅
等
に

あ
つ
て
は
、
居
住
の
用
に
供
す
る
た
め
に
独
立
的
に
区
画
さ
れ
た
一
の
部
分
を
い
う
。
）
で
あ
つ

て
、
ま
だ
人
の
居
住
の
用
に
供
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
住
宅
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及

び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
取
得
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
、
当
該

改
修
工
事
対
象
住
宅
を
取
得
し
た
日
か
ら
二
年
以
内
に
、
当
該
改
修
工
事
対
象
住
宅
に
つ
い
て
安

全
性
、
耐
久
性
、
快
適
性
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
効
率
性
そ
の
他
の
品
質
又
は
性
能
の
向
上
に

資
す
る
改
修
工
事
で
施
行
令
附
則
第
九
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
行
つ
た
後
、
当
該
改

修
工
事
を
行
つ
た
当
該
改
修
工
事
対
象
住
宅
で
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
住
宅
性
能
向
上
改
修
住
宅
」
と
い
う
。
）
を
個
人
に
対
し
譲
渡
し
、
当
該
個
人
が
当
該

住
宅
性
能
向
上
改
修
住
宅
を
そ
の
者
の
居
住
の
用
に
供
し
た
と
き
は
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者

に
よ
る
当
該
改
修
工
事
対
象
住
宅
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
当
該

取
得
が
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
当
該
税
額
か
ら
当

該
改
修
工
事
対
象
住
宅
が
新
築
さ
れ
た
時
に
お
い
て
施
行
さ
れ
て
い
た
第
四
十
条
の
三
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
控
除
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
額
に
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
額
す
る
。

５

第
四
十
条
の
十
四
（
第
三
項
後
段
を
除
く
。
）
、
第
四
十
条
の
十
五
及
び
第
四
十
条
の
十
六
の

規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
よ
る
改
修
工
事
対
象
住
宅
の
取
得
に
対
し

て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
税
額
の
徴
収
猶
予
及
び
そ
の
取
消
し
並
び
に
当
該
不
動
産
取
得
税
に

係
る
徴
収
金
の
還
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
条
の
十
四
第
一
項
中

「
前
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
九
条
の
四
第
四
項
」
と
、

「
同
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
土
地
の
取
得
に
あ
つ
て
は
当
該
取
得
の
日
か
ら

二
年
以
内
、
同
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
土
地
の
取
得
に
あ
つ
て
は
当
該
取
得

の
日
か
ら
一
年
以
内
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
取
得
の
日
か
ら
二
年
以
内
」
と
、
「
当
該
土
地
」
と

あ
る
の
は
「
当
該
改
修
工
事
対
象
住
宅
」
と
、
「
こ
れ
ら
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
」
と
、
同
条
第

二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
当
該
土
地
の
上
に
二
年
以
内
に
特
例
適
用
住
宅
を
新
築
す
る
こ

と
又
は
当
該
土
地
の
上
に
あ
る
耐
震
基
準
適
合
既
存
住
宅
を
一
年
以
内
に
取
得
す
る
こ
と
」
と
あ

る
の
は
「
改
修
工
事
対
象
住
宅
の
取
得
の
日
か
ら
二
年
以
内
に
、
当
該
改
修
工
事
対
象
住
宅
に
つ

い
て
附
則
第
九
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
改
修
工
事
を
行
つ
た
後
、
当
該
改
修
工
事
対
象
住
宅

を
住
宅
性
能
向
上
改
修
住
宅
と
し
て
個
人
に
譲
渡
し
、
当
該
個
人
が
当
該
住
宅
性
能
向
上
改
修
住

宅
を
そ
の
者
の
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と
」
と
、
「
当
該
土
地
の
取
得
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
改

修
工
事
対
象
住
宅
の
取
得
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積
」
と

あ
る
の
は
「
改
修
工
事
対
象
住
宅
の
所
在
及
び
地
番
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
土
地
」
と
あ
る
の

は
「
改
修
工
事
対
象
住
宅
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
土
地
の
上
に
住
宅
の
新
築
を
予
定
し
て
い
る

者
又
は
そ
の
取
得
を
予
定
し
て
い
る
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
所
在
地
、

名
称
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
」
と
あ
る
の
は
「
住
宅
性
能
向
上
改
修
住
宅
の
譲
渡
を
受
け
る

予
定
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
当
該
予
定
者
が
決
定
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
」
と
、
同
項
第
五

号
中
「
住
宅
の
着
工
及
び
完
成
予
定
年
月
日
又
は
住
宅
の
取
得
予
定
年
月
日
」
と
あ
る
の
は
「
改

修
工
事
対
象
住
宅
の
着
工
及
び
完
成
予
定
年
月
日
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
住
宅
」
と
あ
る
の
は

「
改
修
工
事
対
象
住
宅
」
と
、
同
条
第
三
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
前
条
第
一
項
第
一
号
又

は
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
九
条
の
四
第
四
項
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
土
地
の

所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積
」
と
あ
る
の
は
「
改
修
工
事
対
象
住
宅
の
所
在
及
び
地
番
」
と
、

同
項
第
三
号
中
「
土
地
」
と
あ
る
の
は
「
改
修
工
事
対
象
住
宅
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
土
地
の

上
に
住
宅
を
新
築
し
た
者
又
は
取
得
し
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
所
在

地
、
名
称
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
」
と
あ
る
の
は
「
住
宅
性
能
向
上
改
修
住
宅
の
譲
渡
を
受

け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
住
宅
の
着
工
及
び
完
成
年
月
日
又
は
住
宅
の

取
得
年
月
日
」
と
あ
る
の
は
「
住
宅
性
能
向
上
改
修
住
宅
の
譲
渡
年
月
日
」
と
、
第
四
十
条
の
十

五
中
「
第
四
十
条
の
十
三
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
九

条
の
四
第
四
項
」
と
、
第
四
十
条
の
十
六
第
一
項
中
「
土
地
」
と
あ
る
の
は
「
改
修
工
事
対
象
住

宅
」
と
、
「
第
四
十
条
の
十
三
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
九

条
の
四
第
四
項
」
と
、
「
こ
れ
ら
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
」
と
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
土
地

の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積
」
と
あ
る
の
は
「
改
修
工
事
対
象
住
宅
の
所
在
及
び
地
番
」
と
、

同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
土
地
」
と
あ
る
の
は
「
改
修
工
事
対
象
住
宅
」
と
、
同
項
第
五
号

中
「
土
地
の
上
に
住
宅
を
新
築
し
た
者
又
は
取
得
し
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
所
在
地
、
名
称
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
」
と
あ
る
の
は
「
住
宅
性
能
向
上
改
修
住
宅
の

譲
渡
を
受
け
る
予
定
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
当
該
予
定
者
が
決
定
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
」
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と
、
同
項
第
六
号
中
「
住
宅
の
着
工
及
び
完
成
年
月
日
又
は
住
宅
の
取
得
年
月
日
」
と
あ
る
の
は

「
住
宅
性
能
向
上
改
修
住
宅
の
譲
渡
年
月
日
」
と
、
同
項
第
七
号
中
「
住
宅
」
と
あ
る
の
は
「
改

修
工
事
対
象
住
宅
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附
則
第
九
条
の
五
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年

三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
九
条
の
六
第
四
項
中
「
附
則
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
を
「
附
則
第
五
十
五
条

第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
条
の
二
の
四
第
二
項
中
「
附
則
第
十
条
の
二
の
六
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」
を
「
附

則
第
十
条
の
二
の
六
第
六
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平

成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
ア
中
「
又
は
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以

下
の
バ
ス
若
し
く
は
ト
ラ
ッ
ク
」
を
削
り
、
同
号
ア
⑶
中
「
平
成
二
十
七
年
度
以
降
」
を
「
平
成
三

十
二
年
度
以
降
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
を
「
平
成
三
十
二
年
度

基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
に
改
め
、
同
号
ウ
中
「
附
則
第
四
条
の
五
第
三
項
」
を
「
附
則
第
四

条
の
五
第
四
項
」
に
改
め
、
同
号
ウ
⑶
中
「
百
分
の
百
十
」
を
「
百
分
の
百
十
五
」
に
改
め
、
同
号

ウ
を
同
号
エ
と
し
、
同
号
イ
中
「
附
則
第
四
条
の
五
第
二
項
」
を
「
附
則
第
四
条
の
五
第
三
項
」
に

改
め
、
同
号
イ
⑶
中
「
百
分
の
百
五
」
を
「
百
分
の
百
十
」
に
改
め
、
同
号
イ
を
同
号
ウ
と
し
、
同

号
ア
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該

当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の

⑴

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

⑵

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化

物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。

⑶

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百

二
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。

附
則
第
十
条
の
二
の
四
第
二
項
第
二
号
ア
中
「
附
則
第
四
条
の
五
第
四
項
」
を
「
附
則
第
四
条
の

五
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
ア
⑴
中
「
附
則
第
四
条
の
四
第
十
一
項
」
を
「
附
則
第
四
条
の
四
第
十

二
項
」
に
改
め
、
同
号
ア
⑶
中
「
百
分
の
百
五
」
を
「
百
分
の
百
十
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
附
則

第
四
条
の
五
第
五
項
」
を
「
附
則
第
四
条
の
五
第
六
項
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑶
中
「
百
分
の
百
十
」

を
「
百
分
の
百
十
五
」
に
改
め
、
同
号
ウ
中
「
附
則
第
四
条
の
五
第
六
項
」
を
「
附
則
第
四
条
の
五

第
七
項
」
に
改
め
、
同
号
ウ
⑴
中
「
附
則
第
四
条
の
四
第
十
四
項
」
を
「
附
則
第
四
条
の
四
第
十
五

項
」
に
改
め
、
同
号
ウ
⑶
中
「
百
分
の
百
五
」
を
「
百
分
の
百
十
」
に
改
め
、
同
号
エ
中
「
附
則
第

四
条
の
五
第
七
項
」
を
「
附
則
第
四
条
の
五
第
八
項
」
に
改
め
、
同
号
エ
⑵
中
「
百
分
の
百
十
」
を

「
百
分
の
百
十
五
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
附
則
第
十
条
の
二
の
六
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」

を
「
附
則
第
十
条
の
二
の
六
第
六
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」

を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
ア
中
「
又
は
車
両
総
重
量
が
二
・
五

ト
ン
以
下
の
バ
ス
若
し
く
は
ト
ラ
ッ
ク
」
を
削
り
、
「
附
則
第
四
条
の
五
第
八
項
」
を
「
附
則
第
四

条
の
五
第
九
項
」
に
改
め
、
同
号
ア
⑶
中
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
を
「
平

成
三
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
に
改
め
、
同
号
ウ
中
「
附
則
第
四
条
の
五
第
十
項
」

を
「
附
則
第
四
条
の
五
第
十
二
項
」
に
改
め
、
同
号
ウ
⑶
中
「
百
分
の
百
五
」
を
「
百
分
の
百
十
」

に
改
め
、
同
号
ウ
を
同
号
エ
と
し
、
同
号
イ
中
「
附
則
第
四
条
の
五
第
九
項
」
を
「
附
則
第
四
条
の

五
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑶
中
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
の
下
に

「
に
百
分
の
百
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
」
を
加
え
、
同
号
イ
を
同
号
ウ
と
し
、
同
号
ア
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

イ

車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該

当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
五
第
十
項
に
規
定
す
る
も
の

⑴

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

⑵

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化

物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。

⑶

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百

十
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。

附
則
第
十
条
の
二
の
四
第
三
項
第
二
号
ア
中
「
附
則
第
四
条
の
五
第
十
一
項
」
を
「
附
則
第
四
条

の
五
第
十
三
項
」
に
改
め
、
同
号
ア
⑶
中
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
の
下

に
「
に
百
分
の
百
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
「
附
則
第
四
条
の
五
第
十
二
項
」

を
「
附
則
第
四
条
の
五
第
十
四
項
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑵
中
「
百
分
の
百
五
」
を
「
百
分
の
百
十
」

に
改
め
、
同
号
ウ
中
「
附
則
第
四
条
の
五
第
十
三
項
」
を
「
附
則
第
四
条
の
五
第
十
五
項
」
に
改
め
、

同
号
ウ
⑶
中
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
の
下
に
「
に
百
分
の
百
五
を
乗
じ

て
得
た
数
値
」
を
加
え
、
同
号
エ
中
「
附
則
第
四
条
の
五
第
十
四
項
」
を
「
附
則
第
四
条
の
五
第
十

六
項
」
に
改
め
、
同
号
エ
⑵
中
「
百
分
の
百
五
」
を
「
百
分
の
百
十
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

４

次
に
掲
げ
る
自
動
車
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
（
前
二
項
又
は
附
則
第
十

条
の
二
の
六
第
六
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
の
自
動
車
の
取
得
を
除

く
。
）
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の
税
率
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
四
十
六
条
及
び
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
取

得
に
つ
い
て
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
同
条
又
は
第

一
項
に
定
め
る
率
に
百
分
の
六
十
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
ガ
ソ
リ
ン
自
動
車

ア

乗
用
車
又
は
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
若
し
く
は
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、
次

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
五
第
十
七
項
に
規
定
す
る
も
の

⑴

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

⑵

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化

物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。

⑶

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百

十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。

イ

車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
五
第
十
八
項
に
規
定
す
る
も

の⑴

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

⑵

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
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物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。

⑶

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で
あ
る

こ
と
。

ウ

車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
五
第
十
九
項
に
規
定
す
る
も

の⑴

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

⑵

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化

物
の
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。

⑶

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百

五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

次
に
掲
げ
る
軽
油
自
動
車

ア

車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
五
第
二
十
項
に
規
定
す
る
も

の⑴

平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

⑵

窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
排
出
量
が
平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
定

め
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
こ
と
。

⑶

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で
あ
る

こ
と
。

イ

車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
五
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る

も
の

⑴

平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

⑵

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百

五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ウ

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も

該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
五
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
も
の

⑴

平
成
二
十
一
年
軽
油
重
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

⑵

窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
排
出
量
が
平
成
二
十
一
年
軽
油
重
量
車
基
準
に
定
め

る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
こ
と
。

⑶

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で
あ
る

こ
と
。

エ

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も

該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
五
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
も
の

⑴

平
成
二
十
一
年
軽
油
重
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

⑵

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百

五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。

附
則
第
十
条
の
二
の
四
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
乗
用
車
又
は
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
若
し
く
は
ト
ラ
ッ

ク
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
五
第
二
十
四
項
に

規
定
す
る
も
の
も
の
に
限
る
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
（
前
三
項
又
は

附
則
第
十
条
の
二
の
六
第
六
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
の
自
動
車
の
取

得
を
除
く
。
）
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の
税
率
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
九
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
四
十
六
条
及
び
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

当
該
取
得
に
つ
い
て
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
同
条

又
は
第
一
項
に
定
め
る
率
に
百
分
の
八
十
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
。

一

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

二

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の

値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。

三

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
五
を

乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。

附
則
第
十
条
の
二
の
六
第
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月

三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
（
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
二
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
同
号
イ
中
「
附
則
第
四
条
の
四
第
十
項
」
を
「
附
則

第
四
条
の
四
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
イ
中
「
附
則
第
四
条
の
四
第
十
三
項
」
を
「
附
則

第
四
条
の
四
第
十
四
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

五

次
に
掲
げ
る
ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
平
成
三
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
及
び
平
成

二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
算
定
す
る
方
法
と
し
て
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の

六
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
算
定
し
て
い
な
い
自
動
車
で
あ

つ
て
、
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
で
あ
つ
て
平
成
二
十
二
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
適

用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
お
い
て
「
平

成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
を
算
定
す
る
方
法
と
し
て
施
行
規

則
附
則
第
四
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
算
定
し
て
い

る
も
の
（
次
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
お
い
て
「
平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

算
定
自
動
車
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
）

ア

乗
用
車
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
六
第
三

項
に
規
定
す
る
も
の

⑴

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

⑵

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化

物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。

⑶

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百

八
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。

イ

車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も

の
で
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
六
第
四
項
に
規
定
す
る
も
の

⑴

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

⑵

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化



平成27年３月31日 火曜日 福 島 県 報 号外第32号 8

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。

⑶

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百

五
十
七
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。

附
則
第
十
条
の
二
の
六
第
二
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月

三
十
一
日
」
に
、
「
三
十
万
円
」
を
「
三
十
五
万
円
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
（
同
条
第
四
項

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、

同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

次
に
掲
げ
る
ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
算
定
自
動

車
に
限
る
。
）

ア

乗
用
車
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
六
第
五

項
に
規
定
す
る
も
の

⑴

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

⑵

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化

物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。

⑶

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百

六
十
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。

イ

車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も

の
で
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
六
第
六
項
に
規
定
す
る
も
の

⑴

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

⑵

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化

物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。

⑶

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百

五
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。

附
則
第
十
条
の
二
の
六
第
三
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月

三
十
一
日
」
に
、
「
十
五
万
円
」
を
「
二
十
五
万
円
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
（
同
条
第
四
項

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、

同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

次
に
掲
げ
る
ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
算
定
自
動

車
に
限
る
。
）

ア

乗
用
車
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
六
第
七

項
に
規
定
す
る
も
の

⑴

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

⑵

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化

物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。

⑶

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百

五
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。

イ

車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も

の
で
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
六
第
八
項
に
規
定
す
る
も
の

⑴

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

⑵

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化

物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。

⑶

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百

四
十
四
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。

附
則
第
十
条
の
二
の
六
第
八
項
中
「
附
則
第
四
条
の
六
第
十
二
項
」
を
「
附
則
第
四
条
の
六
の
二

第
十
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
次
に
掲
げ
る
自
動
車
」
の

下
に
「
の
う
ち
、
横
滑
り
及
び
転
覆
に
対
す
る
安
全
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
装
置
（
以
下
こ
の
項

か
ら
第
十
一
項
ま
で
に
お
い
て
「
車
両
安
定
性
制
御
装
置
」
と
い
う
。
）
並
び
に
衝
突
に
対
す
る
安

全
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
装
置
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
に
お
い
て
「
衝
突
被
害
軽
減

制
動
制
御
装
置
」
と
い
う
。
）
を
備
え
る
も
の
」
を
加
え
、
「
附
則
第
四
条
の
六
第
七
項
」
を
「
附

則
第
四
条
の
六
の
二
第
七
項
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
（
第
一
号
」
を
「
平
成
二
十

九
年
三
月
三
十
一
日
（
第
四
号
」
に
改
め
、
「
自
動
車
の
う
ち
車
両
総
重
量
が
十
二
ト
ン
を
超
え
る

も
の
、
第
二
号
に
掲
げ
る
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
車
両
総
重
量
が
二
十
二
ト
ン
を
超
え
る
も
の
及
び
第
三

号
に
掲
げ
る
」
を
削
り
、
「
平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日
」

に
、
「
三
百
五
十
万
円
」
を
「
五
百
二
十
五
万
円
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

車
両
総
重
量
が
五
ト
ン
を
超
え
十
二
ト
ン
以
下
の
乗
用
車
（
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
六
の

二
第
八
項
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
バ
ス
（
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
六
の
二
第
九

項
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
（
第
十
一
項
に
お
い
て
「
バ
ス
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、

道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
八
年
二
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る

べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
車
両
安
定
性
制
御
装
置
に
係
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他

の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準
で
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
六
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
も
の
（
以

下
こ
の
項
及
び
第
十
一
項
に
お
い
て
「
車
両
安
定
性
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
」
と
い
う
。
）

及
び
同
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
七
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し

て
定
め
ら
れ
た
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
に
係
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境

保
全
上
の
技
術
基
準
で
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
六
の
二
第
十
一
項
に
規
定
す
る
も
の
（
以
下

こ
の
項
及
び
第
十
一
項
に
お
い
て
「
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
」
と
い

う
。
）
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の

二

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
八
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
（
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の

六
の
二
第
十
二
項
に
規
定
す
る
け
ん
引
自
動
車
及
び
被
け
ん
引
自
動
車
を
除
く
。
以
下
こ
の
項

及
び
第
十
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ

り
平
成
二
十
八
年
二
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
車
両
安
定
性

制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
及
び
同
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
六
年
二
月
十
三
日
以
降
に
適

用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
の

い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の

三

車
両
総
重
量
が
八
ト
ン
を
超
え
二
十
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車
両
法

第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
八
年
二
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て

定
め
ら
れ
た
車
両
安
定
性
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
及
び
同
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
四

年
四
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装

置
に
係
る
保
安
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
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四

車
両
総
重
量
が
二
十
ト
ン
を
超
え
二
十
二
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車

両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
七
年
九
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と

し
て
定
め
ら
れ
た
車
両
安
定
性
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
及
び
同
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二

十
四
年
四
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制

御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の

附
則
第
十
条
の
二
の
六
第
七
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
う
ち
、
車
両
安
定
性
制
御
装
置
及
び
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制

10
御
装
置
を
備
え
る
も
の
（
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
六
の
二
第
十
三
項
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）

で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
に
係
る
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に

行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額
か
ら
三
百
五
十
万

円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
う
ち
、
車
両
安
定
性
制
御
装
置
又
は
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
の

11
い
ず
れ
か
を
備
え
る
も
の
（
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
六
の
二
第
十
四
項
に
規
定
す
る
も
の
に
限

る
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
に
係
る
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
（
第
五
号
に
掲
げ
る
ト
ラ
ッ
ク
に

あ
つ
て
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日
）
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得

価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額
か
ら
三
百
五
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

一

車
両
総
重
量
が
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
等
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定

に
よ
り
平
成
二
十
六
年
二
月
十
三
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
衝
突

被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
に
適
合
す
る
も
の

二

車
両
総
重
量
が
五
ト
ン
を
超
え
十
二
ト
ン
以
下
の
バ
ス
等
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車
両
法
第

四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
八
年
二
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定

め
ら
れ
た
車
両
安
定
性
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
又
は
同
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
五
年

一
月
二
十
七
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御

装
置
に
係
る
保
安
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の

三

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
八
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車
両

法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
八
年
二
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し

て
定
め
ら
れ
た
車
両
安
定
性
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
又
は
同
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十

六
年
二
月
十
三
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制

御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の

四

車
両
総
重
量
が
八
ト
ン
を
超
え
二
十
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車
両
法

第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
八
年
二
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て

定
め
ら
れ
た
車
両
安
定
性
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
又
は
同
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
四

年
四
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装

置
に
係
る
保
安
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の

五

車
両
総
重
量
が
二
十
ト
ン
を
超
え
二
十
二
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車

両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
七
年
九
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と

し
て
定
め
ら
れ
た
車
両
安
定
性
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
又
は
同
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二

十
四
年
四
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制

御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の

附
則
第
十
条
の
二
の
六
第
六
項
中
「
附
則
第
四
条
の
六
第
五
項
」
を
「
附
則
第
四
条
の
六
の
二
第

五
項
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、

同
項
第
二
号
中
「
附
則
第
四
条
の
六
第
六
項
」
を
「
附
則
第
四
条
の
六
の
二
第
六
項
」
に
改
め
、
同

項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
附
則
第
四
条
の
六
第
三
項
」
を
「
附
則
第
四
条
の
六
の

二
第
三
項
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、

「
附
則
第
十
条
の
二
の
六
第
五
項
」
を
「
附
則
第
十
条
の
二
の
六
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号

中
「
附
則
第
四
条
の
六
第
四
項
」
を
「
附
則
第
四
条
の
六
の
二
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
附
則
第
四
条
の
六
第
一
項
」
を
「
附
則
第
四
条
の
六
の
二
第
一
項
」

に
、
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
第

一
号
中
「
第
六
項
」
を
「
第
八
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
六
項
」
を
「
第
八
項
」
に
、
「
附

則
第
四
条
の
六
第
二
項
」
を
「
附
則
第
四
条
の
六
の
二
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と

し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

４

次
に
掲
げ
る
自
動
車
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
四
種
環
境
対
応
車
」
と
い
う
。
）
で
初
め

て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
以
外
の
第
四
種
環
境
対
応
車
の
取
得
に
係
る
第
四
十
五
条
第
一
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と

き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額
か
ら
十
五
万
円
を
控
除
し
て
得

た
額
」
と
す
る
。

一

附
則
第
十
条
の
二
の
四
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
ガ
ソ
リ
ン
自
動
車

二

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
乗
用
車
又
は
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
で
あ
つ
て
、

平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
算
定
自
動
車
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
六
第
九
項
に
規
定
す
る
も
の

ア

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

イ

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物

の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。

ウ

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
三

十
八
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三

附
則
第
十
条
の
二
の
四
第
四
項
第
二
号
ウ
又
は
エ
に
掲
げ
る
軽
油
自
動
車
（
電
力
併
用
自
動

車
に
限
る
。
）

５

次
に
掲
げ
る
自
動
車
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
五
種
環
境
対
応
車
」
と
い
う
。
）
で
初
め

て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
以
外
の
第
五
種
環
境
対
応
車
の
取
得
に
係
る
第
四
十
五
条
第
一
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と

き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額
か
ら
五
万
円
を
控
除
し
て
得
た

額
」
と
す
る
。

一

附
則
第
十
条
の
二
の
四
第
五
項
に
掲
げ
る
ガ
ソ
リ
ン
自
動
車

二

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
乗
用
車
又
は
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
で
あ
つ
て
、

平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
算
定
自
動
車
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
六
第
十
項
に
規
定
す
る
も
の
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ア

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

イ

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物

の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。

ウ

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
三

十
二
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。

附
則
第
十
条
の
二
の
九
第
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年
三
月
三

十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

自
衛
隊
が
通
信
の
用
に
供
す
る
機
械
、
自
動
車
（
施
行
令
附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る

も
の
の
電
源
又
は
動
力
源
に
供
す
る
軽
油
の
引
取
り

附
則
第
十
条
の
二
の
九
第
一
項
第
三
号
中
「
附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
二
項
」
を
「
附
則
第
十
条

の
二
の
二
第
三
項
」
に
、
「
附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
三
項
」
を
「
附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
四
項
」

に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
四
項
」
を
「
附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
五
項
」

に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
陶
磁
器
製
造
業
、
」
を
削
り
、
「
附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
六
項
」
を

「
附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
七
項
」
に
改
め
、
「
製
造
工
程
に
お
け
る
焼
成
又
は
乾
燥
の
用
途
、
こ

れ
ら
の
」
を
「
当
該
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

４

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
軽
油
の
引
取
り
を
行
つ
た
自
衛
隊
の
船
舶
の
使
用
者
が
、
我
が
国
と

我
が
国
以
外
の
締
約
国
と
の
間
の
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
に
関
す
る
条
約
そ
の
他
の
国
際

約
束
で
施
行
令
附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
十
一
項
に
規
定
す
る
も
の
に
基
づ
き
、
平
成
三
十
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
に
当
該
引
取
り
に
係
る
軽
油
を
当
該
締
約
国
の
軍
隊
の
船
舶
の
動
力
源
に
供
す

る
た
め
譲
渡
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
軽
油
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
ら
れ
た
第
五
十
八
条
の
二
第
一
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
軽
油
引
取
税
を
課
さ
な
い
。

５

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
八
条
の
十
第

一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
並
び
に
前
月
」
と
あ
る
の
は
「
、
前
月
」
と
、
「
そ

の
他
」
と
あ
る
の
は
「
並
び
に
前
月
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
の
間
に
行
つ
た
附
則
第
十
条
の
二
の

九
第
四
項
に
規
定
す
る
譲
渡
に
関
す
る
事
実
及
び
そ
の
数
量
そ
の
他
」
と
す
る
。

附
則
第
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
狩
猟
税
の
課
税
免
除
）

第
十
三
条

県
内
の
市
町
村
に
所
属
す
る
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
（
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る

被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
。
次
項
に

お
い
て
「
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

た
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
鳥

獣
保
護
管
理
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
六
条
に
規
定
す
る
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
を
い
う
。
）
に
係
る

狩
猟
者
の
登
録
が
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
第
百
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
対
象
鳥
獣

捕
獲
員
に
対
し
て
は
、
狩
猟
税
を
課
さ
な
い
。

２

認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
八
条
の
五
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
認

定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
を
い
う
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
県
の
区
域
を
対
象
と
し

て
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条
第
一
項
（
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
を

受
け
、
又
は
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
と
み
な
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
鳥
獣
保
護
管
理
法
第

九
条
第
八
項
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項
又
は
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
第
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
規
定
す
る
従
事
者
証
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
従
事
者
証
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
た

当
該
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
従
事
者
に
係
る
狩
猟
者
の
登
録
が
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十

九
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
は
、
第
百
四
十
四
条
第
一

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
従
事
者
に
対
し
て
は
、
狩
猟
税
を
課
さ
な
い
。

附
則
第
十
三
条
の
二
を
附
則
第
十
三
条
の
三
と
し
、
附
則
第
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
狩
猟
税
の
税
率
の
特
例
）

第
十
三
条
の
二

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け

る
狩
猟
者
の
登
録
で
あ
つ
て
、
当
該
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
が
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
五
十
六

条
に
規
定
す
る
申
請
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
狩
猟
者
登
録
の
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を
提

出
す
る
日
前
一
年
以
内
の
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
捕
獲
等
期
間
」
と
い
う
。
）
に

県
の
区
域
を
対
象
と
す
る
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
、
当
該

許
可
に
係
る
鳥
獣
の
捕
獲
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
許
可
捕
獲
等
」
と
い
う
。
）
を
行
つ
た

場
合
に
お
け
る
狩
猟
税
の
税
率
は
、
第
百
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規

定
す
る
税
率
に
二
分
の
一
を
乗
じ
た
税
率
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
軽
減
税
率
」
と
い
う
。
）

と
す
る
。
た
だ
し
、
軽
減
税
率
が
適
用
さ
れ
る
狩
猟
者
の
登
録
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
軽
減

税
率
適
用
登
録
」
と
い
う
。
）
の
要
件
を
満
た
す
者
が
、
特
定
捕
獲
等
期
間
に
許
可
捕
獲
等
を
行

つ
た
後
、
軽
減
税
率
適
用
登
録
の
対
象
と
な
る
狩
猟
期
間
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
二
条
第
九
項
に

規
定
す
る
狩
猟
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
直
近
の
狩
猟
期
間
に
つ
い
て

狩
猟
者
登
録
の
申
請
書
を
提
出
し
、
既
に
そ
の
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
が
、
県
内
の
区
域
に
お
い
て
、
従
事
者
（
鳥
獣

保
護
管
理
法
第
九
条
第
八
項
に
規
定
す
る
従
事
者
を
い
い
、
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
に
係
る
も

の
を
除
く
。
）
と
し
て
、
従
事
者
証
の
交
付
を
受
け
て
特
定
捕
獲
等
期
間
に
許
可
捕
獲
等
を
行
つ

た
場
合
に
お
け
る
狩
猟
税
の
税
率
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
受

け
、
」
と
あ
る
の
は
、
「
受
け
た
同
条
第
八
項
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項
又
は

鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
規
定
す
る
者
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
八
条
の
五
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
認
定
鳥
獣
捕
獲

等
事
業
者
を
除
く
。
）
の
従
事
者
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条
第
八
項
に
規
定
す
る
従
事
者
を
い

う
。
）
と
し
て
、
同
項
に
規
定
す
る
従
事
者
証
の
交
付
を
受
け
て
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附
則
第
十
九
条
の
五
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
附
則
第
十
三
条
の
二
第
一
項
」
を
「
附
則
第
十
三

条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
福
島
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）
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第
二
条

福
島
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
福
島
県
条
例
第
六
十
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
福
島
県
税
条
例
第
三
十
八
条
第
四
項
の
改
正
規
定
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
福
島
県
税

条
例
附
則
第
十
三
条
の
改
正
規
定
（
同
条
第
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
附
則
第
七
条
第
二

項
の
規
定
は
、
同
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
県
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
改
正
後
の
福
島
県
税
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い

う
。
）
の
規
定
中
個
人
の
県
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
平
成
二
十
七
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の

県
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
六
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

２

新
条
例
第
二
十
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
県
民

税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
七
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

３

新
条
例
附
則
第
七
条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
支
出
す
る
新
条
例
第
二
十
六
条
の

三
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

４

新
条
例
附
則
第
七
条
の
二
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
七
条
の
二
の
二
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年

度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

５

別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
条
例
の
規
定
中
法
人
の
県
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行

日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
及
び
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
連
結
事
業
年
度

分
の
法
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
及

び
施
行
日
前
に
開
始
し
た
連
結
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

（
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
条
例
の
規
定
中
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
部
分
は
、

施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
始

し
た
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

新
条
例
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ア
に
掲
げ
る
法
人
（
三
以
上
の
道
府
県
に
お
い
て
事
務
所
又

は
事
業
所
を
設
け
て
事
業
を
行
う
法
人
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
、
施
行
日
か
ら
平
成

二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
開
始
す
る
事
業
年
度
の
新
条
例
第
三
十
九
条
の
四
第
一
項
第

一
号
ア
に
規
定
す
る
付
加
価
値
額
（
当
該
事
業
年
度
が
一
年
に
満
た
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

事
業
年
度
の
付
加
価
値
額
に
十
二
を
乗
じ
て
得
た
額
を
当
該
事
業
年
度
の
月
数
（
当
該
月
数
は
、
暦

に
従
い
計
算
し
、
一
月
に
満
た
な
い
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
一
月
と
す
る
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
で
除
し
て
計
算
し
た
金
額
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
調
整
後
付
加
価
値
額
」

と
い
う
。
）
が
三
十
億
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
新
条
例
第
三
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一

号
に
規
定
す
る
合
計
額
（
次
項
に
お
い
て
「
基
準
法
人
事
業
税
額
」
と
い
う
。
）
が
次
の
各
号
に
掲

げ
る
金
額
の
合
計
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
超
え
る
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
（
当
該

金
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
又
は
当
該
金
額
の
全
額
が
百
円
未
満
で
あ
る
場
合
に
は
、
当

該
端
数
金
額
又
は
当
該
全
額
を
切
り
上
げ
た
金
額
）
は
、
当
該
事
業
年
度
に
係
る
付
加
価
値
額
、
資

本
金
等
の
額
又
は
所
得
に
つ
い
て
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第

号
）
附
則
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
七

十
二
条
の
二
十
五
の
規
定
に
よ
っ
て
納
付
す
べ
き
事
業
税
額
、
新
法
第
七
十
二
条
の
二
十
八
の
規
定

に
よ
っ
て
納
付
す
べ
き
事
業
税
額
又
は
新
法
第
七
十
二
条
の
二
十
九
の
規
定
に
よ
っ
て
納
付
す
べ
き

事
業
税
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業
税
額
」
と
い
う
。
）
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
事
業
年
度
の
新
条
例
第
三
十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
ア
に
規
定
す
る
付
加
価
値
額
（
二

以
上
の
道
府
県
に
お
い
て
事
務
所
又
は
事
業
所
を
設
け
て
事
業
を
行
う
法
人
に
あ
っ
て
は
、
新
法

第
七
十
二
条
の
四
十
八
の
規
定
に
よ
り
関
係
道
府
県
に
分
割
さ
れ
た
後
の
付
加
価
値
額
と
し
、
当

該
付
加
価
値
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
又
は
当
該
金
額
の
全
額
が
千
円
未
満
で
あ
る
場

合
に
は
、
当
該
端
数
金
額
又
は
当
該
全
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
す
る
。
第
四
項
に
お
い
て
「
課

税
標
準
付
加
価
値
額
」
と
い
う
。
）
に
、
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
現
在
に
お
け
る
改
正
前

の
福
島
県
税
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
ア
に
規
定

す
る
税
率
に
よ
っ
て
定
め
た
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
当
該
金
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場

合
又
は
当
該
金
額
の
全
額
が
百
円
未
満
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
端
数
金
額
又
は
当
該
全
額
を
切

り
捨
て
た
金
額
）

二

当
該
事
業
年
度
の
新
条
例
第
三
十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
資
本
金
等
の
額
（
二

以
上
の
道
府
県
に
お
い
て
事
務
所
又
は
事
業
所
を
設
け
て
事
業
を
行
う
法
人
に
あ
っ
て
は
、
新
法

第
七
十
二
条
の
四
十
八
の
規
定
に
よ
り
関
係
道
府
県
に
分
割
さ
れ
た
後
の
資
本
金
等
の
額
と
し
、

当
該
金
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
又
は
当
該
金
額
の
全
額
が
千
円
未
満
で
あ
る
場
合
に

は
、
当
該
端
数
金
額
又
は
当
該
全
額
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
第
四
項
に
お
い
て
「
課
税
標
準

資
本
金
等
の
額
」
と
い
う
。
）
に
、
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
現
在
に
お
け
る
旧
条
例
第
三

十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
税
率
に
よ
っ
て
定
め
た
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
当

該
金
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
又
は
当
該
金
額
の
全
額
が
百
円
未
満
で
あ
る
場
合
に
は
、

当
該
端
数
金
額
又
は
当
該
全
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）

三

当
該
事
業
年
度
の
新
条
例
第
三
十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
ウ
に
規
定
す
る
所
得
を
新
条
例
第

三
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
ウ
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
金
額
の
区
分
に
よ
っ
て
区
分
し
た
金
額

（
二
の
道
府
県
に
お
い
て
事
務
所
又
は
事
業
所
を
設
け
て
事
業
を
行
う
法
人
に
あ
っ
て
は
、
新
法

第
七
十
二
条
の
四
十
八
の
規
定
に
よ
り
区
分
し
、
関
係
道
府
県
に
分
割
さ
れ
た
後
の
金
額
と
し
、

当
該
金
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
又
は
当
該
金
額
の
全
額
が
千
円
未
満
で
あ
る
場
合
に

は
、
当
該
端
数
金
額
又
は
当
該
全
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
す
る
。
）
に
、
平
成
二
十
七
年
三
月

三
十
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
区
分
に
応
ず
る
旧
条
例
第
三
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
ウ
の
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
税
率
に
よ
っ
て
定
め
た
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
合
計
し
た
金
額
（
当
該
金
額

に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
又
は
当
該
金
額
の
全
額
が
百
円
未
満
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

端
数
金
額
又
は
当
該
全
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）

３

新
条
例
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ア
に
掲
げ
る
法
人
で
、
調
整
後
付
加
価
値
額
が
三
十
億
円
を

超
え
四
十
億
円
未
満
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
基
準
法
人
事
業
税
額
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
金
額
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の
合
計
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
超
え
る
額
に
四
十
億
円
か
ら
調
整
後
付
加
価
値
額
を
控
除
し

た
額
を
乗
じ
て
得
た
額
を
二
十
億
円
で
除
し
て
得
た
額
に
相
当
す
る
金
額
（
当
該
金
額
に
百
円
未
満

の
端
数
が
あ
る
場
合
又
は
当
該
金
額
の
全
額
が
百
円
未
満
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
端
数
金
額
又
は

当
該
全
額
を
切
り
上
げ
た
金
額
）
は
、
当
該
事
業
年
度
に
係
る
事
業
税
額
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す

る
。

４

新
条
例
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ア
に
掲
げ
る
法
人
（
三
以
上
の
道
府
県
に
お
い
て
事
務
所
又

は
事
業
所
を
設
け
て
事
業
を
行
う
法
人
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
、
調
整
後
付
加
価
値

額
が
三
十
億
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
新
条
例
第
三
十
九
条
の
七
第
三
項
第
一
号
に
規
定

す
る
合
計
額
（
次
項
に
お
い
て
「
基
準
法
人
事
業
税
額
」
と
い
う
。
）
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
金
額

の
合
計
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
超
え
る
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
（
当
該
金
額
に
百

円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
又
は
当
該
金
額
の
全
額
が
百
円
未
満
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
端
数
金

額
又
は
当
該
全
額
を
切
り
上
げ
た
金
額
）
は
、
当
該
事
業
年
度
に
係
る
事
業
税
額
か
ら
控
除
す
る
も

の
と
す
る
。

一

当
該
事
業
年
度
の
課
税
標
準
付
加
価
値
額
に
、
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
現
在
に
お
け
る

旧
条
例
第
三
十
九
条
の
七
第
三
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
税
率
に
よ
っ
て
定
め
た
率
を
乗
じ
て
得

た
金
額
（
当
該
金
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
又
は
当
該
金
額
の
全
額
が
百
円
未
満
で
あ

る
場
合
に
は
、
当
該
端
数
金
額
又
は
当
該
全
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）

二

当
該
事
業
年
度
の
課
税
標
準
資
本
金
等
の
額
に
、
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
現
在
に
お
け

る
旧
条
例
第
三
十
九
条
の
七
第
三
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
税
率
に
よ
っ
て
定
め
た
率
を
乗
じ
て

得
た
金
額
（
当
該
金
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
又
は
当
該
金
額
の
全
額
が
百
円
未
満
で

あ
る
場
合
に
は
、
当
該
端
数
金
額
又
は
当
該
全
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）

三

当
該
事
業
年
度
の
新
条
例
第
三
十
九
条
の
四
第
一
号
ウ
に
規
定
す
る
所
得
を
新
法
第
七
十
二
条

の
四
十
八
の
規
定
に
よ
り
関
係
道
府
県
に
分
割
さ
れ
た
後
の
金
額
（
当
該
金
額
に
千
円
未
満
の
端

数
が
あ
る
場
合
又
は
当
該
金
額
の
全
額
が
千
円
未
満
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
端
数
金
額
又
は
当

該
全
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
に
、
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
現
在
に
お
け
る
旧
条
例
第
三

十
九
条
の
七
第
三
項
第
一
号
ウ
に
規
定
す
る
税
率
に
よ
っ
て
定
め
た
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
合

計
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
又
は
当
該
金
額
の
全
額
が
百
円
未
満

で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
端
数
金
額
又
は
当
該
全
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）

５

新
条
例
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ア
に
掲
げ
る
法
人
で
、
調
整
後
付
加
価
値
額
が
三
十
億
円
を

超
え
四
十
億
円
未
満
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
基
準
法
人
事
業
税
額
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
金
額

の
合
計
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
超
え
る
額
に
四
十
億
円
か
ら
調
整
後
付
加
価
値
額
を
控
除
し

た
額
を
乗
じ
て
得
た
額
を
二
十
億
円
で
除
し
て
得
た
額
に
相
当
す
る
金
額
（
当
該
金
額
に
百
円
未
満

の
端
数
が
あ
る
場
合
又
は
当
該
金
額
の
全
額
が
百
円
未
満
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
端
数
金
額
又
は

当
該
全
額
を
切
り
上
げ
た
金
額
）
は
、
当
該
事
業
年
度
に
係
る
事
業
税
額
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す

る
。

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

新
条
例
の
規
定
中
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対

し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る

不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

新
条
例
の
規
定
中
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
の
自
動
車
の
取
得
に
対

し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る

自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条

新
条
例
附
則
第
十
条
の
二
の
九
第
一
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
の
軽
油
の
引
取
り
に
対
し

て
課
す
べ
き
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
軽
油
の
引
取
り
に
対
し
て
課
す
る
軽
油

引
取
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

新
条
例
附
則
第
十
条
の
二
の
九
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
の
軽
油
の
譲
渡
に

対
し
て
課
す
べ
き
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
狩
猟
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条

新
条
例
附
則
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
に

対
し
て
課
す
べ
き
狩
猟
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
た
者
に
対
し
て

課
す
る
狩
猟
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

新
条
例
附
則
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
施
行
の
日
以
後

に
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
に
対
し
て
課
す
べ
き
狩
猟
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３

新
条
例
附
則
第
十
三
条
の
二
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
狩
猟
者
の
登
録
に
係
る
申
請
書
を
提
出

し
、
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
に
対
し
て
課
す
べ
き
狩
猟
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

４

施
行
日
か
ら
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
新
条
例

附
則
第
十
三
条
及
び
第
十
三
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
条
例
附
則
第
十
三
条
中
「
次

項
に
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
に
」
と
、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る

法
律
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
鳥
獣
保
護
管
理
法
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の

適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
次
条
に
お
い
て
「
鳥
獣
保
護
法
」
と
、
新
条
例
附
則
第
十
三
条
の
二
第
一

項
中
「
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
五
十
六
条
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
獣
保
護
法
第
五
十
六
条
」
と
、
「
鳥
獣

保
護
管
理
法
第
九
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
獣
保
護
法
第
九
条
第
一
項
（
鳥
獣
被
害
防
止
特
措

法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
、
「
鳥
獣
保
護

管
理
法
第
二
条
第
九
項
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
獣
保
護
法
第
二
条
第
五
項
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
鳥

獣
保
護
管
理
法
第
九
条
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
獣
保
護
法
第
九
条
第
八
項
」
と
、
「
に
規
定
す

る
従
事
者
を
い
い
、
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
に
係
る
も
の
を
除
く
」
と
あ
る
の
は
「
（
鳥
獣
被
害

防
止
特
措
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
従
事
者
を
い
う
」
と
、
「
、
従
事
者
証
」
と
あ
る
の
は
「
、
鳥
獣

保
護
法
第
九
条
第
八
項
に
規
定
す
る
従
事
者
証
」
と
、
「
同
条
第
八
項
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
四

条
の
二
第
九
項
又
は
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す

る
法
律
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
獣
保
護
法
第
九
条
第
八
項
（
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
」
と
、
「
者
（
鳥

獣
保
護
管
理
法
第
十
八
条
の
五
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
を
除
く
。
）
」

と
あ
る
の
は
「
者
」
と
す
る
。

（
福
島
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
八
条

福
島
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
島
県
条
例
第
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
百
四
十
四
条
第
二
項
第
一
号
及
び
附
則
第
十
三
条
第
一
号
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
中
「
及
び
附

則
第
十
三
条
第
一
号
」
を
削
る
。

（
税

務

課
）

規

則

福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
五
十
三
号

福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
福
島
県
規
則
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
九
十
五
条
の
二
第
一
号
中
「
財
団
法
人
日
本
ゴ
ル
フ
協
会
」
を
「
公
益
財
団
法
人
日
本
ゴ
ル
フ
協

会
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
一
条
の
五
第
一
号
中
「
財
団
法
人
日
本
自
動
車
査
定
協
会
」
を
「
一
般
財
団
法
人
日
本
自

動
車
査
定
協
会
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
号
様
式
そ
の
四
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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その５（振替社債等国税徴収法第73条の２適用財産用）

差 押 調 書

様
年 月 日

福島県 地方振興局
福島県 徴税吏員 ㊞

下記の滞納県税に係る徴収金を徴収するため、下記のとおりあなたの財産を差し押さえましたの
で、地方税法の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第54条の規定によりこの調書を作
成します。この差押振替社債等の取立てその他の処分又は振替若しくは抹消の申請を禁じます。
なお、この処分に不服があるときは、この処分があつたことを知つた日の翌日から起算して60日

以内に、福島県知事に審査請求をすることができます（なお、その期間内であつても、当該差押財
産が国税徴収法第73条に規定する電話加入権以外の無体財産権等である場合の同法第111条に規定す
る公売期日等後又はこの処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、審査請求をすることがで
きなくなります。）。
また、処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ提

起することができません。その場合において、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決
があつたことを知つた日の翌日から起算して６か月以内に、福島県を被告として（訴訟において福
島県を代表する者は、福島県知事となります。）、提起しなければなりません（なお、その期間内で
あつても、当該差押財産が国税徴収法第73条に規定する電話加入権以外の無体財産権等である場合
の同法第111条に規定する公売期日等後又はその裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると、処
分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、次の⑴から⑶までのいずれか
に該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができま
す（なお、次の⑵又は⑶のいずれかに該当する場合であつても、当該差押財産が国税徴収法第73
条に規定する電話加入権以外の無体財産権等である場合の同法第111条に規定する公売期日等後は、
処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。
⑴ 審査請求をした日の翌日から起算して３か月を経過しても裁決がないとき。
⑵ 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
⑶ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

滞 住（居）所
納
者 氏 名

督促状 延滞金滞 発付後 地方税 滞 納整理番号 年度 期別 税目 納期限 税 額 加算金10日経 法によ 処分費
過日 る金額納

円 円 円 円・ ・金

・ ・

額
・ ・

処
分
理
由

差種
押類
振及
替び
社額
債又
等は
の数

摘

要

延滞金
地方税
法によ
る金額
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第
三
十
五
号
の
二
様
式
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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【定価 １箇月 3,500円】 発行者 福 島 県
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「

市
町
村
の
歳
出
か
ら

過
誤
納
金
額

①
平
成

19

課
税
分

②
平
成

18

課
税
分

第
七
十
八
号
様
式
中
「
（平

成

22年度
課
税
分

3,300円

）
」
を
削
り
、

市
町
村
の
歳
出
か
ら

還
付
加
算
金

①
平
成

19

課
税
分

②
平
成

18

課
税
分

支
出
し
た

円
①
徴
収
取
扱
費
交
付
時
の
あ
ん
分
率

年
度
以
降

「

市
町
村
の
歳
出
か
ら

年
度
以
前

円
②
平
成

19年度
あ
ん
分
率

過
誤
納
金
額

を

支
出
し
た

市
町
村
の
歳
出
か
ら

円
①
徴
収
取
扱
費
交
付
時
の
あ
ん
分
率

還
付
加
算
金

年
度
以
降

年
度
以
前

円
②
平
成

19年度
あ
ん
分
率

」

支
出
し
た

円
徴
収
取
扱
費
交
付
時
の
あ
ん
分
率

に
改
め
る
。

支
出
し
た

円
徴
収
取
扱
費
交
付
時
の
あ
ん
分
率

」

「

平
成

19年度
市
町
村
の
歳
以
降
課
税
分

出
か
ら
支
出

し
た
過
誤
納

平
成

18年度
金
額

以
前
課
税
分

第
七
十
九
号
様
式
中

平
成

19年度
市
町
村
の
歳
以
降
課
税
分

出
か
ら
支
出

し
た
還
付
加
平
成

18年度
算
金

以
前
課
税
分

「

市
町
村
の
歳
出
か
ら
支
出
し

た
過
誤
納
金
額

を

市
町
村
の
歳
出
か
ら
支
出
し

た
還
付
加
算
金

」
に
改
め
る
。

」

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
旧

規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
十
八
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
は
、
改
正
後
の
福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
第

七
十
八
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
旧
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
所
要
の

調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
税

務

課
）
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